
 

建設工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領 

 

第１ 目的 

天草市では、工事現場において発生する様々な問題については、これまでも、監督職員個々に

おいて速やかな対応に努めてきたところである。 

しかし、公共事業を取り巻く環境は、より一層厳しさを増しており、これまで以上に、時間的

コスト感覚を強く意識した対応が、発注者及び受注者の双方へ求められている。 

そこで、本市が発注する建設工事の工事現場における諸問題発生に際し、組織的・システム的

に迅速な問題解決を図るため、ワンデーレスポンスの取り組みを実施するものとする。 

ワンデーレスポンスとは、工事の受発注者間において、工事現場での問題発生に対する迅速な

対応として、受注者から書面（電子メールを活用したものも含む）による協議等があった場合、

原則１日以内に回答する取り組みである。 

受注者と発注者が協力して、安全と品質を確保したうえで、適切な工程管理を行うことによ

り、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始を行うことができる。 

 

第２ 対象工事 

原則として、本市が発注するすべての建設工事において実施する。 

 

第３ 実施方法 

１ ． 受注者から書面による協議等があった場合は、原則として１日以内（閉庁日を除く）に書

面により回答するものとする。ただし、やむを得ない緊急の場合は指示後速やかに書面を作

成するものとする。 

２ ． 主任監督員または総括監督員は、受注者から協議等の書面が提出され、措置可能なものは

１日以内に書面により回答するものとする。 

３ ． 主任監督員または総括監督員で措置できない内容の場合は、速やかに担当課長等の上司に

相談・協議し、措置可能なものは１日以内に回答するものとする。 

４ ． 対外協議や検討等が必要であり、１日以内に回答することが困難な場合は、いつまでに回

答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答予定日を１日以内に書面により回答するものと

する。 

５ ． ４ ．で回答した回答予定日を超過することが明らかになった場合は、再度受注者と回答

予定日について協議し、新たな回答予定日を書面により回答するものとする。 

６ ． 主任監督員及び総括監督員の不在時に、受注者から協議等の書面が提出された場合は、担

当課は協議等の書面を受付け監督員に伝達する。その上で監督員は適切に対応するものとす

る。 

 



第４ 実施における留意点 

１ ．ワンデーレスポンスの実施には、「所定の工期内に工事を完成させる」ことを共通目標と

し、発注者と受注者の双方で取り組む必要がある。 

①  受注者 

・施工計画に基づいて各作業への関連や進捗等が把握できる綿密な計画工程を立案し工程管理を

実施するものとする。なお、工事実施にあたって重大な項目については、計画工程の中に必ず記

載するものとする。 

・工事施工中において問題が発生した場合、または計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じ

る恐れがある場合には、原因を究明するとともに速やかに書面により監督員に報告するものとす

る。 

② 発注者（監督員） 

・ワンデーレスポンスは、受注者から的確な状況の資料等により協議等を早期に受けることが前

提となるため、受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知することとする。 

・工事の進捗状況を常に把握し、現場の問題点を事前に把握する。 

２ ．ワンデーレスポンスは基本的に、工事施工の中で発生する諸問題に対し迅速に対応し、効

率的な工事施工及び監督業務をおこなうための取組みであり、工事の施工、監督及び検査の実施

に関する取扱いや要領等を変更するものではない。ワンデーレスポンスの実施に当たっては、本

要領のほか工事契約約款や共通仕様書、建設工事監督要領等に基づき運用すること。 

 

第５ 特記仕様書への記載 

特記仕様書に以下の内容を記載し、ワンデーレスポンス対象工事であることを明確にすること。 

特記仕様書 記載事項 

第○条 ワンデーレスポンスの実施 

１．この工事はワンデーレスポンス対象工事である。 

ワンデーレスポンスとは、受注者から書面による協議等に対して、監督員が原則として１日以

内に回答するよう対応することである。ただし、１日以内の回答が困難な場合は、受注者と協

議のうえ、回答予定日を設けるなど、何らかの回答を１日以内にするものである。 

２．ワンデーレスポンスは、「建設工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき

実施する。 

３．受注者は、工事現場において諸問題が発生した場合、原因を整理したうえで速やかに監督

員へ報告すること。ただし、やむを得ない緊急の場合はこれによらないものとするが、速やか

に書面を作成するものとする。 

 

附 則 

この要領は令和４年６月１日以降に発注する建設工事から適用する。 


